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第２期習体制の中国

第
２
期
習
体
制
の

　

中
国
を
読
み
解
く

特
集

第
一
九
回
中
国
共
産
党
大
会
は
、

第
二
期
習
近
平
指
導
部
を
発
足
さ
せ
て
終
了
し
た
。

長
期
政
権
へ
の
権
力
固
め
を
ほ
ぼ
終
え
た

習
近
平
第
一
期
政
権
の
五
年
間
を
振
り
返
り
、

そ
の
権
力
基
盤
と
中
国
の
内
政
・
外
交
に
お
け
る
成
果
と
課
題
、

さ
ら
に
国
際
政
治
経
済
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
検
討
し
、

中
国
内
外
の
「
次
の
五
年
」
を
占
う
。

中国共産党大会開幕。習近平総書記は3
時間半にわたる政治報告を読み上げ、全て
にわたり自らが掌握していることを印象づけ
た（UPI／アフロ）

　

第
一
九
回
中
国
共
産
党
大
会
は
、
ま
さ
に
「
習
体
制
」
過
去
五
年

の
総
仕
上
げ
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
習
氏
は
こ
の
大
会
で
自
ら
の

名
を
冠
し
た
思
想
を
党
規
約
に
書
き
込
み
、
五
年
後
に
政
治
局
常
務

委
員
と
な
り
う
る
政
治
局
委
員
の
大
半
を
“
絶
対
忠
誠
”
を
誓
う
自

派
で
固
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
権
力
の
源
泉
で
あ
る「
路
線（
思
想
）」

と
「
組
織
（
人
事
）」
を
掌
握
し
、「
一
強
体
制
」
へ
の
布
石
を
打
っ

た
の
で
あ
る
。

　

五
年
前
、
総
書
記
に
就
任
し
た
時
、
習
氏
は
胡
錦
涛
氏
と
江
沢
民

氏
の
“
ダ
ブ
ル
院
政
”
に
お
び
え
て
い
た
が
、
着
実
に
権
力
基
盤
を

築
き
上
げ
て
い
っ
た
。
腐
敗
摘
発
機
関
・
規
律
検
査
委
員
会
ト
ッ
プ

で
盟
友
の
王
岐
山
氏
と
組
み
、「
腐
敗
退
治
」
と
い
う
大
義
名
分
を

振
り
か
ざ
し
、
党
幹
部
を
震
え
上
が
ら
せ
、
権
威
樹
立
に
成
功
し
た

の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
習
氏
が
二
期
目
を
終
え
る
二
〇
二
二
年
ま
で

は
、
政
権
基
盤
を
さ
ら
に
強
固
に
し
、
長
期
政
権
実
現
に
向
け
た
動

き
を
加
速
さ
せ
る
五
年
と
な
る
だ
ろ
う
。

習
近
平「
一
強
」へ
の
軌
跡

神
田
外
語
大
学
教
授

興
梠
一
郎

江
沢
民
と
胡
錦
涛
、
両
実
力
者
の
「
院
政
」
の
下
に
あ
っ
た

習
近
平
総
書
記
は
、
な
ぜ
こ
こ
ま
で
の
し
上
が
れ
た
の
か
。

腐
敗
撲
滅
を
旗
印
に
、
政
敵
を
倒
し
て
き
た
経
緯
と

自
ら
へ
の
権
力
集
中
へ
の
手
法
を
振
り
返
り
、

そ
の
「
力
の
源
泉
」
を
さ
ぐ
る
。

こ
う
ろ
ぎ
　
い
ち
ろ
う
　
一
九
五
九
年
生
ま
れ
。
九
州
大

学
卒
。
三
菱
商
事
を
経
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク

レ
ー
校
大
学
院
修
士
課
程
、
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院

修
士
課
程
修
了
。
外
務
省
専
門
調
査
員
（
香
港
総
領
事

館
）、
国
際
情
報
局
分
析
第
二
課
専
門
分
析
員
、
参
議

院
第
一
特
別
調
査
室
客
員
調
査
員
な
ど
歴
任
。
著
書
に

『
中
国
激
流
一
三
億
の
ゆ
く
え
』『
中
国
巨
大
国
家
の
底

流
』『
中
国
　
目
覚
め
た
民
衆
習
近
平
体
制
と
日
中
関

係
の
行
方
』
な
ど
。
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「
腐
敗
退
治
」
か
ら
粛
清
へ

　

習
氏
は
、
い
か
に
し
て
「
一
強
」
の
座
に
上
り
つ
め
た
の
か
？

　

そ
の
秘
訣
は
、「
腐
敗
退
治
」
と
い
う
名
の
“
粛
清
”
で
あ
る
。

こ
れ
を
盾
に
敵
対
派
閥
を
切
り
崩
し
て
い
っ
た
の
だ
。
も
と
も
と
中

国
社
会
に
は
「
仇

チ
ョ
ウ
グ
ア
ン
官
（
役
人
を
憎
む
）」
風
潮
が
蔓
延
し
て
お
り
、

腐
敗
し
た
党
幹
部
を
捕
ま
え
れ
ば
、
民
衆
は
拍
手
喝
采
す
る
。
最
高

指
導
者
の
人
気
は
上
が
り
、
党
幹
部
は
震
え
上
が
る
の
で
、
ま
さ
に

一
石
二
鳥
で
あ
る
。

　

切
り
崩
し
の
戦
法
は
、“
各
個
撃
破
”
だ
っ
た
。

　

江
派
と
団
派
の
二
大
派
閥
を
同
時
に
攻
撃
す
れ
ば
危
な
い
。
連
携

さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
江
沢
民
派
に
狙
い
を
定
め

た
。
習
氏
が
総
書
記
に
な
っ
て
間
も
な
い
二
〇
一
二
年
一
二
月
、
四

川
省
副
書
記
の
李
春
城
氏
が
捕
ま
っ
た
が
、こ
れ
が
突
破
口
で
あ
る
。

本
命
は
、
後
ろ
盾
の
元
政
治
局
常
務
委
員
・
周
永
康
氏
だ
っ
た
。
そ

し
て
、
大
御
所
の
江
沢
民
氏
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
黙
ら
せ
る
の
で

あ
る
。

　

抜
出
蘿
蔔
帯
出
泥—

—

。
大
根
を
引
っ
こ
抜
け
ば
、
泥
も
つ
い

て
く
る
。
一
人
を
捕
ま
え
れ
ば
、
仲
間
が
芋
づ
る
式
に
洗
い
出
さ
れ

る
の
が
、
中
国
官
界
の
常
だ
。
案
の
定
、
周
永
康
の
元
秘
書
で
四
川

省
前
副
省
長
の
郭
永
祥
氏
が
捕
ま
り
、周
氏
の
出
身
母
体
“
石
油
閥
”

も
切
り
込
ま
れ
、
一
三
年
九
月
、
周
氏
の
金
庫
番
と
呼
ば
れ
た
元
中

国
石
油
集
団
董
事
長
の
蒋
潔
敏
に
対
す
る
調
査
が
始
ま
っ
た
。

「
一
強
」
へ
の
布
石—

—

三
中
全
会

　

周
氏
の
命
運
が
尽
き
た
の
は
、
同
年
一
一
月
の
第
一
八
期
三
中
全

会
（
中
央
委
員
会
第
三
回
全
体
会
議
）
直
後
だ
っ
た
。
翌
月
、
同
氏

が
規
律
検
査
委
員
会
に
拘
束
さ
れ
た
と
海
外
メ
デ
ィ
ア
が
報
じ
た
。

そ
し
て
一
五
年
六
月
、
同
氏
に
は
収
賄
、
職
権
乱
用
、
国
家
機
密
漏

洩
の
罪
で
終
身
刑
が
科
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
全
会
こ
そ
が
、“
一
強
体
制
”へ
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
だ
っ
た
。

　

こ
こ
で
習
氏
に
権
力
を
集
中
さ
せ
る
制
度
的
措
置
（「
国
家
安
全

委
員
会
」
と
「
全
面
深
化
改
革
領
導
小
組
」
の
設
置
）
が
取
ら
れ
た

の
で
あ
る
。「
国
家
安
全
委
員
会
」
は
、
江
沢
民
氏
が
米
国
の
Ｎ
Ｓ

Ｃ
を
ま
ね
て
設
け
よ
う
と
し
た
が
、
他
の
政
治
局
常
務
委
員
に
反
対

さ
れ
、
断
念
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
習
氏
は
そ
れ
を
軽
々

と
手
に
入
れ
、
政
治
、
経
済
、
社
会
、
軍
事
な
ど
全
領
域
を
統
括
す

る
権
力
を
握
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
李
克
強
首
相
が
担
当
す

る
経
済
も
取
り
仕
切
る
こ
と
に
な
り
、
李
氏
の
影
は
薄
く
な
っ
た
。

　

こ
の
全
会
で
は
、
規
律
検
査
委
員
会
の
権
限
も
強
化
さ
れ
、
中
央

規
律
検
査
委
員
会
が
地
方
の
規
律
検
査
委
員
会
を
直
接
指
導
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
党
中
央
の
各
部
門
や
国
家
機
関
に
駐
在
す
る
こ
と

も
可
能
に
な
り
、
全
領
域
を
カ
バ
ー
す
る
巡
視
制
度
も
設
け
ら
れ
、

党
員
に
対
す
る
監
視
が
強
化
さ
れ
た
。

　

以
後
、
二
大
派
閥
に
対
す
る
攻
撃
は
勢
い
を
増
し
、
江
沢
民
派
の

粛
清
が
一
段
落
つ
く
と
、
い
よ
い
よ
胡
錦
涛
派
の
「
共
産
主
義
青
年

団
（
団
派
）」
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
絞
ら
れ
た
。

「
共
青
団
」
に
切
り
込
む
　

　

二
〇
一
四
年
一
二
月
、
胡
錦
涛
氏
の
側
近
・
令
計
画
氏
が
「
重
大

な
規
律
違
反
に
関
わ
り
、
組
織
の
調
査
を
受
け
て
い
る
」
と
新
華
社

が
報
じ
、「
団
派
」
つ
ぶ
し
の
幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
が
、
す
で

に
半
年
前
、
令
氏
の
兄
・
令
政
策
氏
が
捕
ま
っ
て
お
り
、
外
堀
は
埋

め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

　

令
計
画
氏
が
捕
ま
る
二
ヵ
月
前
に
は
、
団
派
の
筆
頭
格
・
李
源
潮

国
家
副
主
席
の
周
辺
で
も
調
査
が
始
ま
っ
て
お
り
、
李
氏
が
江
蘇
省

党
委
書
記
だ
っ
た
時
の
秘
書
長
・
趙
少
麟
氏
が
捕
ま
っ
て
い
た
。
規

律
検
査
委
員
会
は
同
年
七
月
、同
省
に
巡
視
グ
ル
ー
プ
を
送
り
込
み
、

李
氏
の
親
族
の
調
査
も
始
め
て
い
た
と
い
う
。

　

同
年
一
一
月
に
は
、
汪
洋
副
首
相
が
重
慶
と
広
東
省
党
委
書
記

だ
っ
た
時
の
側
近
・
朱
明
国
氏
の
調
査
も
始
ま
っ
て
お
り
、
団
派
に

対
す
る
攻
勢
は
凄
ま
じ
か
っ
た
。
一
時
は
、
李
克
強
氏
が
首
相
の
座

を
追
わ
れ
る
と
い
う
噂
ま
で
飛
び
交
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
結

果
、
第
一
九
回
党
大
会
で
は
、
李
源
潮
氏
（
一
九
五
〇
年
生
ま
れ
）

と
劉
奇
葆
氏
（
五
三
年
生
ま
れ
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
家
副
主
席
、
党

中
央
宣
伝
部
部
長
と
い
う
要
職
に
あ
り
、
六
八
歳
に
達
し
て
い
な
い

（「
六
七
歳
以
下
は
留
任
、
六
八
歳
以
上
は
退
任
」
と
い
う
慣
例
が
あ

る
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
局
委
員
か
ら
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、粛
清
は
、な
ぜ
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

そ
の
経
緯
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
江
沢
民
氏
と
胡
錦
涛

氏
が
部
下
を
守
ら
な
か
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
部
下
の
罪
状
を
突

き
付
け
ら
れ
れ
ば
、
守
り
通
せ
る
は
ず
も
な
い
。
抵
抗
す
れ
ば
、
自

分
の
家
族
に
累
が
及
ぶ
恐
れ
す
ら
あ
る
。

総
書
記
か
ら
「
核
心
」
へ—

—

六
中
全
会

　

こ
う
し
た
粛
清
の
“
総
仕
上
げ
”
が
、
党
大
会
を
一
年
後
に
控
え

た
二
〇
一
六
年
一
〇
月
の
第
一
八
期
六
中
全
会
だ
っ
た
。
習
近
平
氏

は
、
こ
こ
で
つ
い
に
「
核
心
」
の
座
を
手
に
入
れ
る
。
江
沢
民
氏
の

場
合
は
、
鄧
小
平
氏
か
ら
核
心
の
地
位
を
授
け
ら
れ
た
が
、
習
氏
は

自
分
で
な
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
会
議
は
、
党
員
を
規
律
で
縛
り
上
げ
、
絶
対
服
従
を
命
じ
る

も
の
で
あ
り
、
採
択
さ
れ
た
準
則
は
、「
高
級
幹
部
は
、
党
内
で
派

閥
を
つ
く
り
、
利
益
集
団
を
形
成
し
て
は
な
ら
な
い
。
野
心
家
、
陰

謀
家
が
党
と
国
家
権
力
を
盗
み
取
る
こ
と
を
断
固
防
止
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
」
と
警
告
し
て
い
た
。
下
手
な
動
き
を
す
れ
ば
、
野
心
家

や
陰
謀
家
と
見
な
さ
れ
、
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
威
嚇
と
も
と
れ
る
。

　

こ
の
手
法
は
、
毛
沢
東
が
絶
対
的
な
地
位
を
獲
得
す
る
き
っ
か
け

と
な
っ
た
第
六
期
六
中
全
会
（
一
九
三
八
年
）
に
似
て
い
る
。
彼
は

そ
こ
で
「
中
央
の
名
義
で
党
内
外
に
発
言
や
文
書
を
発
表
し
て
は
な

ら
な
い
」
と
い
う
規
律
を
定
め
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
息
が
か
か
っ
た
王

明
を
失
脚
に
追
い
込
み
、
一
九
四
五
年
の
第
七
回
党
大
会
で
「
毛
沢

東
思
想
が
党
の
一
切
の
業
務
の
指
針
」
と
党
規
約
に
書
き
込
ん
だ
の

だ
っ
た
。

権
力
集
中
へ
の
反
発
　

　

も
ち
ろ
ん
、
習
氏
の
集
権
化
に
対
し
、
反
発
が
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
二
〇
一
六
年
前
半
に
は
、
そ
れ
ら
し
き
事
件
が
い
く
つ
か

発
生
し
て
い
る
。
同
年
三
月
、
全
国
人
民
代
表
大
会
が
開
か
れ
て
い

た
こ
ろ
、
習
氏
の
辞
任
を
求
め
る
書
簡
が
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の

公
式
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
『
無
界
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
る
騒
ぎ
が
起
き

た
が
、
そ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
に
驚
く
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

　

習
氏
は
核
心
と
な
る
た
め
、
李
克
強
首
相
の
職
権
を
弱
め
、
政
策

が
混
乱
し
て
い
る
。
良
好
な
周
辺
の
国
際
環
境
を
作
れ
ず
、
北
朝
鮮

は
核
実
験
を
し
、
米
国
は
ア
ジ
ア
に
回
帰
し
、
韓
国
、
日
本
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
、
東
南
ア
ジ
ア
が
連
携
し
て
中
国
を
牽
制
し
、
香
港
は
独
立

勢
力
が
台
頭
。
台
湾
は
民
進
党
が
勝
利
し
た
。
中
央
財
経
領
導
小
組

が
経
済
政
策
を
行
い
、
株
価
と
不
動
産
の
暴
落
を
招
き
、
民
衆
に
大

損
害
を
与
え
た
。
一
帯
一
路
は
、
大
量
の
外
貨
を
混
乱
し
た
地
域
に

投
入
し
、
利
益
は
回
収
不
能
で
あ
る
…
…
。

　

す
ぐ
に
関
係
者
が
拘
束
さ
れ
、
自
治
区
ト
ッ
プ
で
江
沢
民
派
の
張

春
賢
氏
（
一
九
五
三
年
生
ま
れ
）
が
北
京
の
閑
職
に
飛
ば
さ
れ
た
。

張
氏
は
、
全
人
代
開
催
中
、
習
氏
の
指
導
を
支
持
す
る
か
と
記
者
に

聞
か
れ
、「
ま
た
に
し
よ
う
」と
答
え
た
こ
と
で
も
物
議
を
か
も
し
た
。

彼
も
今
回
の
党
大
会
で
は
、
六
八
歳
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
。
李
源

潮
氏
ら
と
同
様
、
政
治
局
委
員
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
こ
ろ
、新
華
社
で
も
反
発
が
強
ま
っ
て
い
た
。
同
月
一
一
日
、

社
員
が
ネ
ッ
ト
に
実
名
で
公
開
書
簡
を
発
表
し
、「
言
論
の
自
由
は

侵
害
さ
れ
て
い
る
。
文
化
大
革
命
の
再
来
を
懸
念
す
る
」と
批
判
し
、

二
日
後
、
同
社
が
習
近
平
氏
を
「
最
後
の
指
導
者
」
と
書
い
て
配
信

し
、
一
時
間
後
に
「
最
高
指
導
者
」
に
訂
正
す
る
と
い
う
事
件
が
発

生
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
四
月
、今
度
は
、中
国
で
は
報
道
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
「
パ

ナ
マ
文
書
」
が
暴
露
さ
れ
た
。
江
沢
民
派
の
地
盤
・
上
海
の
『
界
面

新
聞
』
が
「
習
総
書
記
は
子
供
と
親
戚
を
し
つ
け
て
い
る
か
？
」
と

報
じ
た
の
だ
。
習
氏
を
批
判
し
な
か
っ
た
が
、
パ
ナ
マ
文
書
に
同
氏

の
姉
の
夫
が
出
て
く
る
こ
と
に
触
れ
て
お
り
、
習
氏
の
妻
の
写
真
ま

で
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
当
時
、
習
氏
へ
の
反
発
ら
し
き
出
来
事
が
頻
発
し
た

が
、
同
氏
も
す
か
さ
ず
反
撃
ら
し
き
行
動
に
出
て
い
る
。
四
月
二
〇

日
、
迷
彩
服
を
着
込
み
、「
軍
事
委
員
会
連
合
作
戦
指
揮
セ
ン
タ
ー

総
指
揮
」
と
い
う
新
し
い
肩
書
を
ひ
っ
さ
げ
、
セ
ン
タ
ー
に
姿
を
現

し
た
の
だ
。
あ
た
か
も
、
自
分
の
後
ろ
盾
は
軍
だ
と
誇
示
す
る
か
の

よ
う
だ
っ
た
。
次
い
で
五
月
三
日
、『
人
民
日
報
』
に
「
党
内
に
は

野
心
家
、
陰
謀
家
が
い
る
。
内
部
か
ら
党
の
政
権
基
盤
を
侵
食
し
て

い
る
」
と
い
う
習
氏
の
発
言
が
掲
載
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
自
分
の

地
位
を
脅
か
す
者
が
い
る
と
言
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
も
一
〇
月
、
待
遇
改
善
を
求
め
た
退
役
軍
人
が
北
京
に
結

集
し
、
迷
彩
服
で
軍
機
関
を
取
り
囲
む
と
い
う
異
常
事
態
が
発
生
し

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
軍
機
関
紙
『
解
放
軍
報
（
二
〇
一
六
年
一
〇
月

一
四
日
）』
は
、「
ネ
ッ
ト
の
噂
は
、
真
相
を
知
ら
な
い
ユ
ー
ザ
ー
が

憶
測
し
た
も
の
だ
。
敵
対
勢
力
が
わ
れ
わ
れ
の
改
革
の
進
展
を
妨
害

し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
非
難
し
た
。

　

こ
の
時
、“
敵
対
勢
力
”
を
名
指
し
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
の

人
事
を
見
れ
ば
予
測
が
つ
く
。

　

党
大
会
直
前
の
九
月
、
房
峰
輝
・
前
統
合
参
謀
部
参
謀
長
と
張
陽
・

中
央
軍
事
委
員
会
政
治
工
作
部
主
任
が
規
律
違
反
の
疑
い
で
調
査
を

受
け
て
い
る
と
わ
か
っ
た
が
、
二
人
と
も
胡
錦
濤
派
で
あ
る
。
そ
の

こ
ろ
、
江
沢
民
派
の
前
海
軍
司
令
官
・
呉
勝
利
氏
の
調
査
も
始
ま
っ

て
い
た
。

　

房
氏
と
張
氏
の
後
任
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
李
作
成
氏
、
苗
華
氏
、
軍

事
委
員
会
副
主
席
に
は
、
許
其
亮
氏
と
張
又
侠
氏
が
選
ば
れ
た
が
、

彼
ら
は
い
ず
れ
も
習
派
。
新
任
の
空
軍
司
令
官
・
丁
来
杭
氏
と
武
装

警
察
司
令
官
・
王
寧
氏
も
、
習
氏
と
福
建
時
代
か
ら
の
顔
な
じ
み
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、
軍
指
導
部
も
習
派
が
完
全
に
制
圧
し
た
。

権
威
樹
立—

—

第
一
九
回
党
大
会
　

　

こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
へ
て
、
習
氏
は
、
第
一
九
回
党
大
会
で
、

つ
い
に
政
権
基
盤
を
固
め
る
に
至
る
。
七
月
、
重
慶
党
委
書
記
の
孫

政
才
氏
が
捕
ま
っ
た
の
は
、
ダ
メ
押
し
だ
っ
た
。
団
派
へ
の
締
め
付

け
も
続
き
、
党
大
会
直
前
に
団
派
を
批
判
し
た
習
氏
の
発
言
録
が
出

版
さ
れ
、「（
共
青
団
は
）
自
分
を
常
に
党
の
指
導
下
に
置
き
、
思
想

面
、
政
治
面
、
行
動
面
で
党
中
央
と
高
度
な
一
致
を
維
持
し
、
党
中

央
の
権
威
を
守
る
と
自
覚
す
べ
き
だ
」
と
警
告
し
た
（
中
共
中
央
文

献
研
究
室
編
「
習
近
平
関
於
青
少
年
和
共
青
団
工
作
論
述
摘
編
」
中

央
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
九
月
）。
す
で
に
団
派
は
風
前
の
灯

で
、
共
青
団
中
央
第
一
書
記
の
秦
宜
智
氏
が
党
代
表
に
落
選
す
る
と

い
う
異
例
の
事
態
が
起
き
て
い
た
。
共
青
団
中
央
第
一
書
記
は
、
胡

錦
涛
、
李
克
強
氏
も
務
め
た
ポ
ス
ト
で
あ
り
、
最
高
指
導
部
へ
の
登
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竜
門
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

習
氏
は
、
今
回
の
党
大
会
で
、「
習
近
平
の
新
時
代
の
中
国
の
特

色
あ
る
社
会
主
義
の
思
想
」
を
指
導
方
針
と
し
て
党
規
約
に
書
き
込

ん
だ
。
先
代
の
江
沢
民
氏
と
胡
錦
濤
氏
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
三

つ
の
代
表
の
重
要
思
想
」「
科
学
的
発
展
観
」
で
あ
り
、
個
人
名
が

つ
い
て
い
な
い
。
鄧
小
平
に
し
て
も
「
理
論
」
で
あ
り
、
死
後
に
書

き
込
ま
れ
た
も
の
だ
。
習
氏
は
、毛
沢
東
と
肩
を
並
べ
た
の
で
あ
る
。

　

習
氏
は
、
人
事
面
で
も
、
五
年
後
に
向
け
て
、
し
っ
か
り
と
布
石

を
打
っ
た
。
最
高
指
導
部
七
名
の
面
々
を
見
る
と
、
江
氏
と
胡
氏
の

人
脈
が
混
じ
っ
て
お
り
、
習
派
一
色
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
過
渡
期

の
人
事
だ
と
考
え
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
常
務
委
員
以
外
の
政
治
局

員
一
八
人
に
目
を
や
れ
ば
、
大
半
が
習
氏
の
直
系
だ
か
ら
だ
。
彼
ら

は
、
習
氏
の
学
生
時
代
の
友
人
、
福
建
、
浙
江
、
上
海
時
代
の
部
下

な
ど
で
あ
り
、
す
で
に
党
の
要
所
（
中
央
弁
公
庁
、
組
織
部
、
宣
伝

部
）
を
押
さ
え
て
い
る
。
五
年
後
、彼
ら
が
最
高
指
導
部
に
入
れ
ば
、

習
派
が
独
占
し
、
長
期
政
権
実
現
へ
の
障
害
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

ブ
レ
ー
キ
役
不
在
の
懸
念

　

権
力
集
中
の
先
に
は
、
い
っ
た
い
何
が
待
ち
受
け
て
い
る
の
か
？

　

習
氏
は
、
党
大
会
の
報
告
で
、「
党
は
一
切
を
指
導
す
る
」
と
い

う
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
彼
が
党
の
“
核
心
”
で
あ
り
、
そ
の
思
想

が
指
導
方
針
な
の
だ
か
ら
、
中
国
の
未
来
は
、
ま
さ
に
彼
の
双
肩
に

か
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

か
つ
て
鄧
小
平
は
、
権
力
集
中
が
も
た
ら
す
弊
害
に
つ
い
て
、

「
国
家
の
命
運
を
一
人
、
二
人
の
威
望
に
託
す
の
は
極
め
て
不
正
常

だ
」（
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
鄧
小
平
年
譜
（
一
九
七
五

−
一
九
九
七
）』
中
央
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
と
戒
め
た
こ
と

が
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
そ
の
教
訓
は
忘
れ
去
ら
れ
た
よ
う
だ
。
権
力

を
集
中
す
れ
ば
、
意
思
決
定
は
速
い
が
、
ブ
レ
ー
キ
は
利
か
な
い
も

の
で
あ
る
。

　

毛
沢
東
を
見
れ
ば
よ
い
。
彼
は
、
ゲ
リ
ラ
戦
と
権
力
闘
争
に
は
長

け
て
い
た
が
、
経
済
運
営
は
、
ま
っ
た
く
だ
め
だ
っ
た
。
そ
れ
で

も
、自
分
の
意
思
を
押
し
通
し
、「
大
躍
進
運
動
」
や
「
文
化
大
革
命
」

を
発
動
し
、
国
家
を
破
綻
の
ふ
ち
に
追
い
や
っ
た
が
、
誰
も
止
め
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

習
氏
は
、党
大
会
の
報
告
で
「
政
治
安
全
を
根
本
」
に
す
え
た
が
、

こ
れ
は
、毛
沢
東
の
「
政
治
掛
帥
（
政
治
最
優
先
）」
を
想
起
さ
せ
る
。

と
に
か
く
体
制
維
持
が
大
前
提
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
今
回
の
報
告

で
「
国
有
資
本
の
強
、
優
、
大
を
推
進
す
る
」
と
明
言
し
て
い
る
よ

う
に
、
習
氏
が
求
め
て
い
る
の
は
、
大
胆
な
「
改
革
開
放
」
で
は
な

く
、
現
体
制
に
メ
ス
を
入
れ
ず
に
強
化
す
る
こ
と
の
よ
う
だ
。
果
た

し
て
こ
れ
は
、
中
国
に
吉
と
出
る
か
、
あ
る
い
は
凶
と
出
る
か
？
●


